
JP 2018-186941 A 2018.11.29

10

(57)【要約】
【課題】使い易さを向上できるベッドシステムを提供す
る。
【解決手段】実施形態によれば、ベッドシステムは、複
数のベッド装置と、前記複数のベッド装置と通信可能な
第１入出力装置と、を含む。前記第１入出力装置は、第
１動作を実施する。前記第１動作において、前記第１入
出力装置は、前記複数のベッド装置のそれぞれに設定さ
れる第１項目に関する第１設定値の入力を受け付ける。
前記第１入出力装置及び前記複数のベッド装置、の少な
くとも１つは、前記第１設定値に応じた動作を実施する
。
【選択図】図１



(2) JP 2018-186941 A 2018.11.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のベッド装置と、
　前記複数のベッド装置と通信可能な第１入出力装置と、
　を備え、
　前記第１入出力装置は、第１動作を実施し、
　前記第１動作において、前記第１入出力装置は、前記複数のベッド装置のそれぞれに設
定される第１項目に関する第１設定値の入力を受け付け、
　前記第１入出力装置及び前記複数のベッド装置、の少なくとも１つは、前記第１設定値
に応じた動作を実施する、ベッドシステム。
【請求項２】
　前記第１入出力装置は、第２動作をさらに実施し、
　前記第２動作において、前記第１入出力装置は、非受け付け動作または受け付け動作を
実施し、
　前記非受け付け動作において、前記第１入出力装置は、前記複数のベッド装置のそれぞ
れに設定される第２項目に関する第２設定値の入力を受け付けず、
　前記受け付け動作において、前記第１入出力装置は前記第２設定値の入力を受け付け、
　前記第１入出力装置及び前記複数のベッド装置、の前記少なくとも１つは、前記受け付
け動作の後に前記複数のベッド装置の少なくとも１つが前記第２設定値の承認を受け付け
たら、前記第２設定値に応じた動作を実施する、ベッドシステム。
【請求項３】
　前記複数のベッド装置の１つは、
　　ベッドと、
　　前記ベッドと接続されたベッド入出力部と、
　を含み、
　前記ベッド入出力部は、前記複数のベッド装置の前記１つの前記第１設定値の入力、及
び、前記複数のベッド装置の前記１つの前記第２設定値の入力を受け付け可能である、請
求項２記載のベッドシステム。
【請求項４】
　前記第１項目は、前記ベッドの使用者の心拍、及び、前記使用者の呼吸の少なくともい
ずれかに関する、請求項３記載のベッドシステム。
【請求項５】
　前記使用者の前記心拍、及び、前記使用者の前記呼吸は、前記ベッド、または、前記ベ
ッドの付属機器から得られる、請求項４記載のベッドシステム。
【請求項６】
　前記第２項目は、前記ベッドの使用者に関する、前記離床、睡眠、覚醒、起上り及び端
座位の少なくとも１つを含む使用者行動情報に関する、請求項３記載のベッドシステム。
【請求項７】
　前記第１入出力装置が前記第１動作を実施中に前記ベッド入出力部が前記第１項目に関
する別の設定値の入力を受け付けたら、前記第１入出力装置及び前記複数のベッド装置、
の前記少なくとも１つは、前記別の設定値に応じた動作を実施する、請求項３～６のいず
れか１つに記載のベッドシステム。
【請求項８】
　前記第１入出力装置は、前記非受け付動作を実施し、
　前記第１入出力装置は、前記複数のベッド装置の少なくとも１つにおいて設定されてい
る前記第２設定値を表示する、請求項２～７のいずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項９】
　前記第１入出力装置は、前記受け付け動作を実施し、
　前記複数のベッド装置の前記少なくとも１つは、前記第２設定値に応じた前記動作の実
施を承認することを促す通知を行う、請求項２～８のいずれか１つに記載のベッドシステ
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ム。
【請求項１０】
　前記第１入出力装置は、前記受け付け動作において、前記第２設定値の前記承認を受け
る前であることを通知する、請求項２～９のいずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項１１】
　前記第１入出力装置と接続されていない別のベッド装置をさらに備え、
　前記第１入出力装置は、１つの画面に前記複数のベッド装置に関する情報を表示し、前
記１つの画面に前記別のベッド装置に関する情報を表示しない、請求項２～１０のいずれ
か１つに記載のベッドシステム。
【請求項１２】
　前記第１入出力装置は、前記第１設定値、及び、前記第２設定値の少なくともいずれか
が、基準範囲を超えたときに通知を行う、請求項２～１１のいずれか１つに記載のベッド
システム。
【請求項１３】
　前記第１入出力装置は、前記第１設定値が設定された前記複数のベッド装置の１つから
、前記第１項目に関する第１測定値を入手し、
　前記第１設定値に応じた前記動作は、前記測定値が前記第１設定値で定められる範囲を
超えたときに報知を行うことを含む、請求項１～１２のいずれか１つに記載のベッドシス
テム。
【請求項１４】
　複数のベッド装置と、
　記憶部と、
　を備え、
　前記複数のベッド装置の１つは、
　　ベッドと、
　　前記ベッドと接続され前記ベッドとは別体のベッド入出力部と、
　を含み、
　前記ベッド入出力部は、状態情報を入手可能であり、
　前記状態情報は、前記ベッドに関するベッド状態情報、及び、前記ベッドの使用者の状
態に関する使用者状態情報の少なくともいずれかを含み、
　前記ベッド状態情報は、前記ベッドの高さ及び角度の少なくともいずれかに関するベッ
ド可動部情報を含み、
　前記使用者状態情報は、前記使用者のバイタルサイン情報及び前記使用者の使用者行動
情報の少なくともいずれかを含み、
　前記バイタルサイン情報は、前記使用者の、血圧、血液の酸素飽和度、血糖値、心拍数
、脈拍数、呼吸数、体重及び体温の少なくともいずれかに関する情報を含み、
　前記使用者行動情報は、前記使用者に関する、離床、睡眠、覚醒、起上り及び端座位の
少なくともいずれかに関する情報を含み、
　前記記憶部は、前記ベッド入出力部が入手した前記状態情報の少なくとも一部を、前記
使用者を特定する認識情報と、前記ベッド入出力部を特定する認識情報の少なくともいず
れかと関連づけて記憶する、ベッドシステム。
【請求項１５】
　前記ベッド入出力部は、前記使用者を特定する認識情報と、前記ベッド入出力部を特定
する前記認識情報と、を表示可能であり、
　前記ベッド入出力部は、前記使用者を特定する前記認識情報と、前記ベッド入出力部を
特定する前記認識情報と、の対応関係を承認することを促す動作を実施する、請求項１４
記載のベッドシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明の実施形態は、ベッドシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者を保持するための患者保持構造に連結されたグラフィカルユーザインターフェース
を有する病院用ベッドがある（特許文献１）。一般に、病院または介護施設などにおいて
は、複数の患者のケアが行われる。複数の患者に対応できる、使い易いベッドシステムが
望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－８６０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、使い易さを向上できるベッドシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態によれば、ベッドシステムは、複数のベッド装置と、前記複数のベッド装置と
通信可能な第１入出力装置と、を含む。前記第１入出力装置は、第１動作を実施する。前
記第１動作において、前記第１入出力装置は、前記複数のベッド装置のそれぞれに設定さ
れる第１項目に関する第１設定値の入力を受け付ける。前記第１入出力装置及び前記複数
のベッド装置、の少なくとも１つは、前記第１設定値に応じた動作を実施する。　
　別の実施形態によれば、ベッドシステムは、複数のベッド装置と、記憶部と、を備える
。前記複数のベッド装置の１つは、ベッドと、前記ベッドと接続され前記ベッドとは別体
のベッド入出力部と、を含む。前記ベッド入出力部は、状態情報を入手可能である。前記
状態情報は、前記ベッドに関するベッド状態情報、及び、前記ベッドの使用者の状態に関
する使用者状態情報の少なくともいずれかを含む。前記ベッド状態情報は、前記ベッドの
高さ及び角度の少なくともいずれかに関するベッド可動部情報を含む。前記使用者状態情
報は、前記使用者のバイタルサイン情報及び前記使用者の使用者行動情報の少なくともい
ずれかを含む。前記バイタルサイン情報は、前記使用者の、血圧、血液の酸素飽和度、血
糖値、心拍数、脈拍数、呼吸数、体重及び体温の少なくともいずれかに関する情報を含む
。前記使用者行動情報は、前記使用者に関する、離床、睡眠、覚醒、起上り及び端座位の
少なくともいずれかに関する情報を含む。前記記憶部は、前記ベッド入出力部が入手した
前記状態情報の少なくとも一部を、前記使用者を特定する認識情報と、前記ベッド入出力
部を特定する認識情報の少なくともいずれかと関連づけて記憶する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の実施形態は、使い易さを向上できるベッドシステムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１実施形態に係るベッドシステムを例示する模式図である。
【図２】図２は、第２実施形態に係るベッドシステムにおける表示を例示する模式図であ
る。
【図３】図３は、第１実施形態に係るベッドシステムにおける別の表示画面を例示する模
式図である。
【図４】図４は、第２実施形態に係るベッドシステムの表示画面を例示する模式図である
。
【図５】図５は、第２実施形態に係るベッドシステムの表示画面を例示する模式図である
。
【図６】図６は、実施形態に係るベッドシステムの画面を例示する模式図である。
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【図７】図７（ａ）～図７（ｃ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示
する模式図である。
【図８】図８は、実施形態に係るベッドシステムにおける情報を例示する模式図である。
【図９】図９は、実施形態に係るベッドシステムの表示を例示する模式図である。
【図１０】図１０（ａ）～図１０（ｄ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける表示
を例示する模式図である。
【図１１】図１１（ａ）～図１１（ｄ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける表示
を例示する模式図である。
【図１２】図１２は、実施形態に係るベッドシステムにおける表示を例示する模式図であ
る。
【図１３】図１３（ａ）及び図１３（ｂ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける表
示を例示する模式図である。
【図１４】図１４は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。
【図１５】図１５は、実施形態に係るベッドシステムの動作を例示するフローチャートで
ある。
【図１６】図１６は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。
【図１７】図１７は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。
【図１８】図１８は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。　
　本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符
号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００９】
　（第１実施形態）　
　図１は、第１実施形態に係るベッドシステムを例示する模式図である。　
　図１に示すように、実施形態に係るベッドシステム１１０は、複数のベッド装置５０、
及び、第１入出力装置６０を含む。第１入出力装置６０は、複数のベッド装置５０と通信
可能である。第１入出力装置６０は、例えば、ステーション端末である。
【００１０】
　複数のベッド装置５０の１つは、ベッド５１、及び、ベッド入出力部（例えば、ベッド
サイド端末５５）を含む。ベッド入出力部は、ベッド５１と接続される。
【００１１】
　第１入出力装置６０は、例えば、入手部６１Ｉ及び第１表示部６１を含む。入手部６１
Ｉは、複数のベッドサイド端末情報５５ｉを入手する。複数のベッドサイド端末情報５５
ｉは、複数のベッドサイド端末５５から得られる。
【００１２】
　例えば、複数のベッドサイド端末５５は、ベッドサイド端末５５Ａ～５５Ｃなどを含む
。ベッドサイド端末５５Ａ～５５Ｃのそれぞれから、ベッドサイド端末情報５５ｉＡ～５
５ｉＣなどが出力される。複数のベッドサイド端末情報５５ｉ（ベッドサイド端末情報５
５ｉＡ～５５ｉＣなど）は、例えば、サーバ６５などを経由して、入手部６１Ｉに供給さ
れる。複数のベッドサイド端末５５の数は、２以上の任意の整数である。複数のベッドサ
イド端末情報５５ｉの数は、複数のベッドサイド端末５５の数に対応する。
【００１３】
　入手部６１Ｉは、例えば、通信回路である。入手部６１Ｉは、例えば、電気回路を含む
。入手部６１Ｉと、複数のベッドサイド端末５５と、の間の情報（信号）の送受信は、有
線または無線の任意の方法で行われる。
【００１４】
　例えば、複数のベッドサイド端末５５から得られた複数のベッドサイド端末情報５５ｉ
は、サーバ６５を介して、電子カルテ記憶部６６などに供給されても良い。
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【００１５】
　複数のベッドサイド端末５５（ベッドサイド端末５５Ａ～５５Ｃなど）は、複数のベッ
ド５１（ベッド５１Ａ～５１Ｃなど）にそれぞれ対応して設けられる。
【００１６】
　ベッド５１は、例えば、可動部７０を有する。可動部７０は、例えば、背ボトム７０ａ
、膝ボトム７０ｂ、脚ボトム７０ｃ及び高さ変更部７０ｄ（例えばベッド昇降機）などを
含む。可動部７０の動作により、「背上げ」、「膝上げ」、「高さ調整」及び「傾斜」の
少なくともいずれかが可能である。「傾斜」は、ローリング及びチルトの少なくともいず
れかを含む。
【００１７】
　可動部７０は、例えばアクチュエータなどにより動く。可動部７０は、例えば、センサ
（例えば荷重センサ）を含んでも良い。アクチュエータに加わる荷重を検出することで、
ベッド５１の使用者の状態に関する情報が得られても良い。使用者は、例えば、患者また
は被介護者などである。例えば、可動部７０に設けられる荷重センサなどにより、使用者
に関する情報（例えば、起上り、端座位、離床及び「見守り」の少なくともいずれか）が
出力されても良い。「見守り」は、例えば、指定した時間で継続的に離床している状態で
ある。指定した時間で継続的に離床している場合に「見守り」に関する信号（情報）が出
力される。
【００１８】
　複数のベッド５１のそれぞれ（１つ）から、ベッド可動部情報５１ｉが、ベッドサイド
端末５５に供給される。ベッド可動部情報５１ｉは、複数のベッドの１つの、高さ及び角
度の少なくともいずれかに関する情報を含む。ベッド可動部情報５１ｉは、例えば、ベッ
ド５１の高さが最低であるかどうかを含む。ベッド可動部情報５１ｉは、例えば、背ボト
ム７０ａ、膝ボトム７０ｂ及び脚ボトム７０ｃの少なくともいずれかの角度に関する情報
を含む。ベッド可動部情報５１ｉは、ベッド５１の傾斜の角度に関する情報を含んでも良
い。
【００１９】
　この例では、ベッド５１に付属機器５２が設けられている。付属機器５２は、例えば、
シート（または板状）である。付属機器５２は、例えば、ベッド５１のボトムと、マット
と、の間に設けられる。付属機器５２は、例えば、センサ（振動センサ、音センサ及び力
センサの少なくともいずれかなど）含む。振動センサは、例えば、空圧センサ（例えば圧
力センサ）を含む。付属機器５２は、例えば、使用者に関する、睡眠、覚醒、起上り、離
床、見守り、心拍数及び呼吸数の少なくともいずれかを検出可能である。検出結果が、複
数のベッドサイド端末５５の１つに供給される。例えば、付属機器５２に含まれるセンサ
により、使用者の使用者行動状態が検出される。使用者行動状態は、ベッド５１の使用者
に関する、離床、睡眠、覚醒（ベッドに横たわっている）、起上り及び端座位の少なくと
も１つを含む。使用者行動状態に関する情報を含む使用者行動情報５２ｉが、複数のベッ
ドサイド端末５５に供給される。
【００２０】
　使用者行動情報５２ｉの少なくとも一部は、ベッド５１で取得されても良い。既に説明
したように、ベッド５１に設けられるアクチュエータにセンサが設けられる場合、ベッド
５１により、使用者行動状態（離床、睡眠、覚醒、起上り及び端座位の少なくとも１つを
含む状態）が検出されても良い。付属機器５２は、ベッド５１に含まれると見なされても
良い。
【００２１】
　この例では、ベッドサイド端末５５に、測定情報５３ｉがさらに供給される。測定情報
５３ｉは、測定機器５３により得られる。測定機器５３は、例えば、血圧計５３ａ、パル
スオキシメータ５３ｂ、体温計５３ｃ及び血糖値計５３ｄの少なくとも１を含む。測定機
器５３により、例えば、使用者の、血圧、血液の酸素飽和度（ＳｐＯ２）、血糖値及び体
温の少なくともいずれかに関する情報（例えばバイタルサイン情報）が得られる。血液の
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酸素飽和度は、例えば、経皮的動脈血酸素飽和度である。バイタルサイン情報は、例えば
、測定機器５３とベッドサイド端末５５との間の通信により、測定機器５３からベッドサ
イド端末５５に供給される。この通信は、例えば、近距離無線通信により行われる。バイ
タルサイン情報の少なくとも一部は、看護者等により、ベッドサイド端末５５に、手動で
入力されても良い。
【００２２】
　例えば、ベッドサイド端末５５Ａ（複数のベッドサイド端末５５の１つ）は、ベッド５
１Ａ（複数のベッド５１の１つ）、付属機器５２Ａ（複数の付属機器５２の１つ）、及び
、測定機器５３Ａ（複数の測定機器５３の１つ）と関連づけられる。例えば、ベッドサイ
ド端末５５Ｂは、ベッド５１Ｂ、付属機器５２Ｂ、及び、測定機器５３Ｂと関連づけられ
る。例えば、ベッドサイド端末５５Ｃは、ベッド５１Ｃ、付属機器５２Ｃ、及び、測定機
器５３Ｃと関連づけられる。
【００２３】
　上記の、ベッド可動部情報５１ｉ、使用者行動情報５２ｉ、及び、測定情報５３ｉは、
ベッドサイド端末５５を経由して、ベッドサイド端末情報５５ｉとして、入手部６１Ｉに
供給される。
【００２４】
　この例では、ベッドサイド端末情報５５ｉの少なくとも一部は、第２表示部６２に供給
される。第２表示部６２は、例えば、モバイル端末の表示部である。第２表示部６２は、
例えば、介護者等により使用される。介護者等は、複数のベッドのそれぞれの使用者に、
介護または医療を提供する。例えば、複数の介護者等のそれぞれが、１つの第２表示部６
２を所有する。
【００２５】
　第１表示部６１及び第２表示部６２の少なくともいずれかは、例えば、表示装置（例え
ば、液晶表示装置、またはＥＬ表示装置など）を含む。第１表示部６１の大きさ（例えば
画面の対角線の長さ）は、第２表示部６２の大きさ（例えば、画面の対角線の長さ）より
も大きい。第１表示部６１が設けられる筐体に、入手部６１Ｉが設けられても良い。
【００２６】
　一方、第１表示部６１は、複数の介護者等により共用される。第１表示部６１は、例え
ば、ナースステーションなどに設けられる。第１表示部６１は、例えば、ステーション端
末の表示部である。第１表示部６１は、複数のベッドサイド端末５５とは異なる位置に設
けられる。第１表示部６１は、複数のベッドサイド端末５５から離れた場所（遠隔地）に
設けられる。遠隔地に設けられた第１表示部６１の表示により、介護者等は、複数のベッ
ドサイド端末５５に接続されたベッド５１の状態、または、ベッド５１の使用者の状態を
知ることができる。
【００２７】
　第１表示部６１は、入手部６１Ｉが入手した複数のベッドサイド端末情報５５ｉに基づ
いて、複数の画像６１Ｇを１つの画面６１Ｄに表示する。複数の画像６１Ｇは、複数のベ
ッドサイド端末５５にそれぞれに対応する。
【００２８】
　１つの画面６１Ｄに、複数のベッドサイド端末５５にそれぞれに対応する複数の画像６
１Ｇが並べて表示される。これにより、介護者等は、複数のベッド５１のそれぞれの使用
者の状態を効率的に分かり易く把握できる。使い易さを向上できるベッドシステムを提供
できる。
【００２９】
　実施形態において、例えば、ベッド５１の使用者の状態が検出され、検出結果に基づい
て報知（例えば通知または警告など）が行われる。報知は、例えば、表示及び音の少なく
ともいずれかを含む。報知は、例えば、第１入出力装置６０により行われる。この場合、
複数のベッド装置５０についての報知が行われる。一方、報知は、ベッドサイド端末５５
により行われても良い。この場合、複数のベッドサイド端末５５の１つは、その１つのベ
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ッドサイド端末５５に対応する使用者に関しての報知を行う。
【００３０】
　例えば、ベッド５１の使用者の状態について、複数の項目が定められる。複数の項目は
、例えば、ベッド５１の使用者の心拍、及び、ベッド５１の使用者の呼吸などである。項
目は、使用者行動状態（例えば、ベッド５１の使用者に関する、離床、睡眠、覚醒、起上
り及び端座位など）を含んでも良い。
【００３１】
　このような項目についての測定が行われる。この測定は、ベッド装置５０（ベッド５１
、ベッド５１の付属機器５２、及び、測定機器５３など）により行われる。例えば、測定
結果（測定値）が、複数のベッドサイド端末情報５５ｉとして、第１入出力装置６０及び
第２表示部６２などに提供されても良い。
【００３２】
　上記の複数の項目のそれぞれについて、設定値（管理値）が定められる。測定値が、設
定値により定められる範囲をはずれたとき（超えたとき）に、報知が行われる。
【００３３】
　この設定値は、複数の使用者のそれぞれについて定められる。設定値は、例えば、複数
の使用者の状態（病状など）に基づいて定められる。複数の使用者についての設定値は、
例えば、複数の使用者のそれぞれに対応するベッドサイド端末５５により設定可能でも良
い。
【００３４】
　実施形態においては、複数の使用者についての設定値を、第１入出力装置６０で設定（
入力）することができる。これにより、複数の使用者のそれぞれに対応するベッドサイド
端末５５で設定値を設定する場合に比べて、設定値の設定（入力）が容易になる。使い易
さを向上できるベッドシステムを提供できる。
【００３５】
　すなわち、実施形態においては、第１入出力装置６０は、第１動作を実施する。第１動
作において、第１入出力装置６０は、複数のベッド装置５０のそれぞれに設定される第１
項目に関する第１設定値の入力を受け付ける。第１入出力装置６０及び複数のベッド装置
５０、の少なくとも１つは、第１設定値に応じた動作を実施する。第１設定値に応じた動
作は、例えば、測定値が第１設定値で定められる範囲を超えたときの報知である。実施形
態によれば、使い易さを向上できるベッドシステムを提供できる。
【００３６】
　以下、第１入出力装置６０における複数の項目及び設定値の例について説明する。
【００３７】
　図２は、第２実施形態に係るベッドシステムにおける表示を例示する模式図である。　
　図２は、第１入出力装置６０の第１表示部６１の表示の例を示している。第１表示部６
１は、例えば、閲覧モード及び編集モードを有する。図２は、閲覧モード表示６１Ｂの例
を示す。
【００３８】
　閲覧モード表示６１Ｂは、表を含む。閲覧モード表示６１Ｂにおいて、認識情報Ｉ１の
欄、及び、複数の項目（第１項目３１及び第２項目３２など）の欄が設けられる。
【００３９】
　認識情報Ｉ１は、複数のベッド５１の１つ（対象のベッド５１）の使用者（対象の使用
者）を特定する。認識情報Ｉ１は、例えば、対象の使用者の名前を含む。この例では、認
識情報Ｉ１の欄には、使用者の名前の他に、生年月日、が表示される。この例では、認識
情報Ｉ１の欄には、使用者の部屋番号、及び、部屋内での使用者の番号が表示される。
【００４０】
　この例では、第１項目３１の欄は、「心拍」の欄３１ａ、及び、「呼吸」の欄３１ｂを
含む。第２項目３２の欄として、「離床」の欄が設けられる。
【００４１】
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　例えば、「２２２５の部屋で０１の番号の使用者」について、「離床」に関する設定値
のセル３２Ｂ、「心拍」に関する設定値のセル３１ａＢ、及び、「呼吸」に関する設定値
のセル３１ｂＢが表示されている。これらのセルのそれぞれは、例えば、２つの縦罫線、
及び、２つの横罫線で囲まれる。罫線は表示されなくても良い。
【００４２】
　「離床」に関する設定値のセル３２Ｂにおいて、例えば、通知動作がオン状態であるこ
とを示すピクトグラム（ベルの絵及び「ＯＮ」の文字）が表示されている。この他、「機
能：覚醒１０秒」の表示、及び、「体重：低い（３０～４５ｋｇ）」の表示が、表示され
る。「機能：覚醒１０秒」の表示は、使用者において、覚醒の状態が１０秒以上続いたと
きに、通知動作が行われることを示す。例えば、使用者の状態の検出は、使用者の体重に
応じて行われる。使用者の体重に関する情報（データ）を設定（入力）することで、適切
な検出が行われる。この例では、使用者の体重が、「低い（３０～４５ｋｇ）」に設定さ
れている。
【００４３】
　「心拍」に関する設定値のセル３１ａＢにおいて、通知動作がオン状態であることを示
すピクトグラム（ベルの絵及び「ＯＮ」の文字）が表示されている。この他、上向き三角
の表示と、「１１０回／分」の表示と、の組み合わせが表示されている。この組み合わせ
の表示は、心拍に関する上限の設定値（管理値）が、「１１０回／分」であることを示す
。すなわち、心拍の測定値が１１０回／分を超えたときに、通知動作が行われる。このセ
ル３１ａＢにおいて、下向きの三角の表示と、「ＯＦＦ」の表示と、の組み合わせがさら
に表示されている。この組み合わせの表示は、心拍に関する下限の設定値（管理値）が設
定されていないことを示す。例えば、このように、複数の項目の少なくとも１つにおいて
、上限の設定値、及び、下限の設定値の少なくとも１つが設定されても良い。
【００４４】
　セル３１ａＢにおいて、ピクトグラムは例えば、黄色の線（図２では、太い線で表示さ
れている）で囲まれている。この黄色の線は、測定値が設定値（管理値）で定められる範
囲を超えたときに、後述する「通知表示」が行われることを示している。
【００４５】
　「呼吸」に関する設定値のセル３１ｂＢにおいて、通知動作がオン状態であることを示
すピクトグラム（ベルの絵及び「ＯＮ」の文字）が表示されている。この他、上向き三角
の表示と、「３０回／分」の表示と、の組み合わせが表示されている。この組み合わせの
表示は、呼吸に関する上限の設定値（管理値）が、「３０回／分」であることを示す。す
なわち、呼吸の測定値が３０回／分を超えたときに、通知動作が行われる。このセル３１
ｂＢにおいて、下向きの三角の表示と、「８回／分」の表示と、の組み合わせが表示され
ている。この組み合わせの表示は、呼吸に関する下限の設定値（管理値）が、「８回／分
」であることを示す。すなわち、呼吸の測定値が８回／分未満のときに、通知動作が行わ
れる。
【００４６】
　セル３１ｂＢにおいて、ピクトグラムは、例えば、赤色の線（図２では、セル３１ａＢ
における線の太さよりも太い線で表示されている）で囲まれている。この赤色の線は、測
定値が設定値（管理値）で定められる範囲を超えたときに、後述する「警告表示」が行わ
れることを示している。
【００４７】
　図２に示す例では、「２２２４の部屋で０１の番号の使用者」について、「離床」及び
「心拍」に関する設定値が設定されておらず、「心拍」に関する設定値が設定されている
。このように、１つのベッド装置５０（一人の使用者に対応）において、複数の項目の１
つについて設定値が設定され、他の項目について設定値が設定されていない場合もある。
【００４８】
　図２に示す例では、「２２２４の部屋」の「０２」～「０４」の番号、並びに、「２２
２５の部屋」の「０２」及び「０３」に対応する使用者については、設定値が設定されて
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いない状態である。
【００４９】
　このように、図２に例示した閲覧モード表示６１Ｂにおいて、「通知設定一覧」が表示
される。さらに、閲覧モード表示６１Ｂには、例えば、「編集」のボタン６１Ｂａ（入力
を受け付ける領域）が表示されている。このボタン６１Ｂａが、例えば、入出力装置（マ
ウスまたはタッチパネルなど）による入力を受け付けると、第１表示部６１は、編集モー
ドに移行する。
【００５０】
　図３は、第１実施形態に係るベッドシステムにおける別の表示画面を例示する模式図で
ある。　
　図３は、編集モード表示６１Ｅの例を示している。編集モード表示６１Ｅは、表を含む
。編集モード表示６１Ｅにおいても、認識情報Ｉ１の欄、及び、複数の項目（第１項目３
１及び第２項目３２など）の欄が設けられる。この例でも、第１項目３１の欄は、「心拍
」の欄３１ａ、及び、「呼吸」の欄３１ｂを含む。第２項目３２の欄として、「離床」の
欄が設けられる。
【００５１】
　例えば、「２２２５の部屋で０１の番号の使用者」について、「離床」に関する設定値
のセル３２Ｅ、「心拍」に関する設定値のセル３１ａＥ、及び、「呼吸」に関する設定値
のセル３１ｂＥが表示されている。
【００５２】
　この例では、第１入出力装置６０において、「離床」に関する設定値（管理値）は、設
定（入力）できない。「離床」に関する設定値（管理値）は、複数のベッド装置５０のベ
ッドサイド端末５５において、設定（入力）できる。
【００５３】
　一方、「離床」に関する設定値、及び、「呼吸」に関する設定値が、第１入出力装置６
０により、設定（入力）可能である。
【００５４】
　「心拍」に関する設定値のセル３１ａＥにおいて、「しきい値変更」のボタン３４（入
力を受け付ける領域）が設けられている。このボタン３４が、例えば、入出力装置（マウ
スまたはタッチパネルなど）による入力を受け付けると、セル３１ａＥにおいて、「心拍
」に関する設定値（しきい値）が編集状態となる。例えば、「心拍」について、「１２１
回／分」の表示の色が変化する。例えば、色が赤色などになる。または、表示が、「点滅
表示」または「反転表示」等になっても良い。編集状態において、上向きの三角のボタン
が入力を受け付けると、心拍に関する数が上昇する。編集状態において、下向きの三角の
ボタンが入力を受け付けると、心拍に関する数が下降する。例えば、「１２１回／分」の
位置にカーソルが表示され、キーボードなどにより「値」の入力が行われても良い。
【００５５】
　例えば、心拍の上限の設定値（しきい値）が所望の値になったら、「しきい値変更」の
ボタン３４を押すことで、心拍の下限の設定値（しきい値）が編集状態となる。心拍の下
限の設定値（しきい値）が所望の値に設定された後で、「しきい値変更」のボタン３４を
押すことで、「心拍」に関する設定値の設定（入力）が終了する。
【００５６】
　「呼吸」に関する設定値のセル３１ｂＥにおいても、「しきい値変更」のボタン３４（
入力を受け付ける領域）が設けられている。「しきい値変更」のボタン３４により、「呼
吸」に関する設定値が編集状態となる。同様に、「呼吸」に関する設定値（上限及び下限
の少なくともいずれか）の設定（入力）が行われる。そして、「しきい値変更」のボタン
３４がさらに入力を受け付けて、「呼吸」に関する設定値の編集（設定または入力）が終
了する。
【００５７】
　図３に例示した編集モード表示６１Ｅには、「取り消し」のボタン６１Ｅａ（入力を受
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け付ける領域）、及び、「確認」のボタン６１Ｅｂ（入力を受け付ける領域）が表示され
ている。「取り消し」のボタン６１Ｅａが、例えば、入出力装置（マウスまたはタッチパ
ネルなど）による入力を受け付けると、編集した（入力された）設定値が、キャンセルさ
れて、元の状態に戻る。「確認」のボタン６１Ｅｂが、例えば、入出力装置（マウスまた
はタッチパネルなど）による入力を受け付けると、閲覧モード表示６１Ｂに移行する。閲
覧モード表示６１Ｂにおいて、編集（設定または入力）された設定値を確認できる。
【００５８】
　図２及び図３に例示した、閲覧モード表示６１Ｂ及び編集モード表示６１Ｅには、終了
ボタン６１ｅ（入力を受け付ける領域）が表示されている。終了ボタン６１ｅが、例えば
、入出力装置（マウスまたはタッチパネルなど）による入力を受け付けると、第１表示部
６１は、他の画面（例えば、ホーム画面または通知表示画面など）に戻る。他の画面の例
については、後述する。
【００５９】
　上記のように、この例では、第１入出力装置６０は、第２項目３２（この例では、「離
床」）に関する第２設定値の入力を受け付けない。第２項目３２に関する第２設定値の入
力は、複数のベッド装置５０（例えば、複数のベッドサイド端末５５）のそれぞれで行わ
れる。第２項目３２は、例えば、使用者の状態またはベッド５１の状態を見ながら設定さ
れる。これにより、第２設定値について、より適正な設定が実施できる。一方、第１項目
３１に関する第１設定値は、複数のベッド装置５０から離れた場所に設けられた第１入出
力装置６０により設定（入力）されても、適切な設定を行うことができる。このような違
いにより、第１項目３１及び第２項目３２が区別されても良い。
【００６０】
　例えば、ベッドサイド端末５５（ベッド入出力部）は、複数のベッド装置５０の１つの
第１項目３１の第１設定値の入力、及び、複数のベッド装置５０のその１つの第２項目３
２の第２設定値の入力を受け付け可能である。そして、第１入出力装置６０は、複数のベ
ッド装置５０についての第１項目３１の第１設定値の入力を受け付け可能である。第１入
出力装置６０は、複数のベッド装置５０についての第２項目３２の第２設定値の入力を受
け付けない。または、後述するように、第１入出力装置６０が複数のベッド装置５０につ
いての第２項目３２の第２設定値の入力を受け付け可能であるが、受け付けた第２設定値
に基づく動作が、後述する条件が得られる前は、実施されない。
【００６１】
　複数のベッド装置５０についての第１項目３１の第１設定値が、第１入出力装置６０に
より設定（入力）できることで、使いやすいベッドシステムが得られる。さらに、複数の
ベッド装置５０のそれぞれの近くで設定されることが好ましい第２項目３２について、第
１入出力装置６０で設定できない、または、入力された値がそのまま用いられる動作が行
われないことで、使用者に、より適切な医療または介護が提供できる。
【００６２】
　実施形態において、第１項目３１は、ベッド５１の使用者の心拍、及び、使用者の呼吸
の少なくともいずれかに関する。使用者の心拍、及び、使用者の呼吸は、ベッド５１、ま
たは、ベッド５１の付属機器５２から得られる。
【００６３】
　一方、第２項目３２は、ベッド５１の使用者に関する、離床、睡眠、覚醒、起上り及び
端座位の少なくとも１つを含む使用者行動情報に関する。
【００６４】
　上記のように、第１項目３１の第１設定値の入力が、複数のベッド装置５０（複数のベ
ッドサイド端末５５）のそれぞれにより行われる。そして、第１項目３１の第１設定値の
入力が、第１入出力装置６０でも行われる。この場合、複数の端末で同時に設定を行われ
、コリジョンが生じる可能性がある。
【００６５】
　実施形態において、このような場合に、他の入出力装置により第１設定値の入力が行わ
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れていることを、第１入出力装置６０または複数のベッドサイド端末５５（ベッド入出力
部）に表示しても良い。または、第１入出力装置６０が第１動作（第１項目３１に関する
第１設定値の入力の受け付け）を実施中にベッドサイド端末５５（ベッド入出力部）が第
１項目３１に関する別の設定値の入力を受け付けたら、第１入出力装置６０及び複数のベ
ッド装置５０、の少なくとも１つは、その別の設定値に応じた動作（通知または警告）を
実施する。これにより、例えば、コリジョンが回避される。
【００６６】
　設定値に応じた動作として、例えば、後述する、通知表示または警告表示などが行われ
る。設定値に応じた動作として、例えば、通知音または警告音などが発生されても良い。
設定値に応じた動作は、例えば、第１項目３１に関する第１設定値及び第２項目３２に関
する第２設定値などの管理値（しきい値）により定められた範囲と、これらの項目に関す
る測定値と、の比較結果に基づいて行われる。設定値に応じた動作の例については、後述
する。
【００６７】
　（第２実施形態）　
　本実施形態においては、第１入出力装置６０は、第２設定値の入力を受け付ける。本実
施形態に係るベッドシステムの構成には、第１実施形態に係るベッドシステムの構成が適
用される。本実施形態における閲覧モード表示６１Ｂは、例えば、第１実施形態に係る閲
覧モード表示６１Ｂと同様である。本実施形態における編集モード表示６１Ｅは、例えば
、第１実施形態に係る編集モード表示６１Ｅとは異なる。以下、本実施形態における編集
モード表示６１Ｅの例について説明する。
【００６８】
　図４は、第２実施形態に係るベッドシステムの表示画面を例示する模式図である。　
　図４は、本実施形態に係る編集モード表示６１Ｅの例を示している。この例においても
編集モード表示６１Ｅに、認識情報Ｉ１の欄、及び、複数の項目（第１項目３１及び第２
項目３２など）の欄が設けられる。第１項目３１の欄は、「心拍」の欄３１ａ、及び、「
呼吸」の欄３１ｂを含む。第２項目３２の欄として、「離床」の欄が設けられる。本実施
形態における、「心拍」に関する設定値のセル３１ａＥ、及び、「呼吸」に関する設定値
のセル３１ｂＥは、第１実施形態におけるそれら（図３参照）と同様である。本実施形態
における、「離床」に関する設定値のセル３２Ｅは、第１実施形態における係るそれ（図
３参照）とは異なる。
【００６９】
　図４に示すように、「離床」に関する設定値のセル３２Ｅにおいて、「しきい値変更」
のボタン３４（入力を受け付ける領域）が設けられている。このボタン３４が、例えば、
入出力装置（マウスまたはタッチパネルなど）による入力を受け付けると、セル３２Ｅに
おいて、「離床」に関する設定値（しきい値）が編集状態となる。
【００７０】
　例えば、「離床」を判断する際の、「覚醒」状態の継続時間が入力可能である。例えば
、編集状態において、上向きの三角のボタンが入力を受け付けると、継続時間が上昇する
。編集状態において、下向きの三角のボタンが入力を受け付けると、継続時間が下降する
。例えば、「覚醒」と「秒」との間の位置にカーソルが表示され、キーボードなどにより
、継続時間に関する「値」の入力が行われても良い。
【００７１】
　図４に示すように、例えば、「離床」を検出する際の、使用者の「体重」が入力可能で
ある。例えば、編集状態において、上向きの三角のボタンが入力を受け付けると、「体重
が上昇する。編集状態において、下向きの三角のボタンが入力を受け付けると、「体重」
が下降する。例えば、「体重」と「ｋｇ」との間の位置にカーソルが表示され、キーボー
ドなどにより体重に関する「値」の入力が行われても良い。
【００７２】
　例えば、「離床」に関する設定値のセル３２Ｅにおいて、「しきい値変更」のボタン３



(13) JP 2018-186941 A 2018.11.29

10

20

30

40

50

４がさらに入力を受け付けて、「離床」に関する設定値の編集（設定または入力）が終了
する。
【００７３】
　このように、本実施形態においては、第２項目３２に関する第２設定値の入力を、第１
入出力装置６０の第１表示部６１から行うことができる。
【００７４】
　このように、第１入出力装置６０は、上記の第１動作に加えて、第２動作をさらに実施
できる。第２動作において、第１入出力装置６０は、非受け付け動作または受け付け動作
を実施する。非受け付け動作において、第１入出力装置６０は、複数のベッド装置５０の
それぞれに設定される第２項目３２に関する第２設定値の入力を受け付けない（第１実施
形態）。既に説明したように、第１入出力装置６０が非受け付動作を実施する場合も、第
１入出力装置６０は、例えば、閲覧モード表示６１Ｂにおいて、複数のベッド装置５０の
少なくとも１つにおいて設定されている第２設定値を表示できる。
【００７５】
　一方、受け付け動作において、第１入出力装置６０は、第２設定値の入力を受け付ける
（第２実施形態）。受け付け動作を実施する場合において、入力された第２設定値がその
まま用いられず、確認の動作が行われる。例えば、第１入出力装置６０及び複数のベッド
装置５０、の少なくとも１つは、受け付け動作の後に複数のベッド装置５０の少なくとも
１つが第２設定値の承認を受け付けたら、第２設定値に応じた動作（通知または警告など
）を実施する。第１入出力装置６０が受け付動作を実施する場合も、第１入出力装置６０
は、例えば、閲覧モード表示６１Ｂにおいて、複数のベッド装置５０の少なくとも１つに
おいて設定されている第２設定値を表示できる。
【００７６】
　例えば、第２項目３２は、ベッドサイドで最終的に確認されることが望ましいパラメー
タである。このような、ベッドサイドで最終的に確認されることが望ましいパラメータは
、例えば、遠隔地においては、閲覧が可能であり、設定（入力）が禁止される（第１実施
形態）。または、ベッドサイドで最終的に確認されることが望ましいパラメータが遠隔地
で編集（または入力）された場合は、すぐには用いられず、ベッドサイドでその値を取得
し、その値を用いるかどうかの判断（承認）が、介護者等に求められる（第２実施形態）
。
【００７７】
　以下、第２設定値の承認の例について説明する。例えば、図４に例示した編集モード表
示６１Ｅにおいて、「確認」のボタン６１Ｅｂが入力を受け付け、第１入出力装置６０に
おける編集が終了する。この後、複数のベッド装置５０の１つのベッドサイド端末５５の
画面に、例えば、メッセージなどが表示される。複数のベッド装置５０のこの１つに対応
する第２設定値は、第１入出力装置６０により編集（設定または入力）されている。
【００７８】
　図５は、第２実施形態に係るベッドシステムの表示画面を例示する模式図である。　
　図５は、本実施形態に係る編集モード表示６１Ｅの後において、ベッドサイド端末５５
（ベッド装置５０）の表示部５０Ｄに表示されるメッセージ５０ＤＭの例を示している。
【００７９】
　図５に示すように、例えば、メッセージ５０ＤＭとして、「ログインしてください」及
び「設定が反映されます」の表示が行われる。このように、第１入出力装置６０が受け付
け動作（第２設定項目の設定値の入力の受け付け）を実施する場合には、複数のベッド装
置５０の少なくとも１つは、その第２設定値に応じた動作の実施を承認することを促す通
知（例えば、メッセージ５０ＤＭなどの表示）を行う。この通知は、例えば、音（声など
を含む）により行われても良い。
【００８０】
　承認を促す通知により、ベッド５１の使用者の介護者等は、ベッド５１の状態及び使用
者の状態を確認して、第２設定値を用いた動作（例えば、通知または警告など）の実施を
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承認する。入力された値がそのまま用いられる動作が行われないことで、使用者に、より
適切な医療または介護が提供できる。
【００８１】
　本実施形態において、承認が行われる前には、その第２設定値に応じた動作（通知また
は警告など）が実施されないことを示す通知が行われても良い。例えば、１つの例では、
第１入出力装置６０は、受け付け動作（例えば編集モード表示６１Ｅなど）において、「
第２設定値の承認を受ける前であること」を通知しても良い。この通知は、例えば、「離
床」に関する設定値のセル３２Ｅの色（及び点滅状態）などが、他のセル（セル３１ａＥ
またはセル３１ｂＥなど）の色（及び点滅状態）とは異なることによる表示を含んでも良
い。この通知は、例えば、「離床」に関する設定値のセル３２Ｅの編集が終了したときに
、メッセージ（表示または音など）の提供が行われることを含んでも良い。例えば、１つ
の例では、第１入出力装置６０は、例えば、閲覧モード表示６１Ｂなどにおいて、「第２
設定値の承認を受ける前であること」を通知しても良い。このような通知により、「第２
設定値の承認を受ける前であること」が明確になる。これにより、使い易さがより向上で
きる。
【００８２】
　例えば、図３または図４に例示した編集モード表示６１Ｅにより、第１項目３１の第１
設定値、及び、第２項目３２の第２設定値が、複数のベッド装置５０（複数の使用者）に
ついて、行われる。
【００８３】
　このとき、第１入出力装置６０と接続されていないベッド装置がある場合には、第１入
出力装置６０の第１表示部６１には、その接続されていないベッド装置に関する情報は表
示されなくても良い。例えば、ベッドシステム１１０が、第１入出力装置６０と接続され
ていない別のベッド装置を含む場合がある。別のベッド装置は、例えば、ベッドサイド端
末５５Ｃを含むベッド装置である。このベッドサイド端末５５Ｃは、第１入出力装置６０
と、まだ接続されていない。この場合、第１入出力装置６０は、１つの画面に、複数のベ
ッド装置５０に関する情報を表示し、この１つの画面にこの別のベッド装置に関する情報
を表示しなくても良い。
【００８４】
　例えば、これにより、第１入出力装置６０と接続されていないベッド装置があるときに
、そのベッド装置に関する情報を表示する場合よりも、見易い表示が得られる。
【００８５】
　例えば、複数のベッド装置５０に関する情報を表示する場合、上記の複数の設定情報（
第１設定値及び第２設定値など）は、小さな１つの領域で表示される。このとき、接続さ
れていないベッド装置に関する情報を非表示にすることで、表示を見やすくできる。
【００８６】
　実施形態において、第１項目３１の設定値の入力の際に、入力される値について、基準
範囲が定められても良い。この基準範囲は、例えば、複数のベッド装置５０が設けられる
施設において定められる。例えば、入力された値がこの基準範囲を外れていた場合は、そ
の入力された値が誤りである可能性がある。入力された値がこの基準範囲を外れていた場
合に通知を行うことで、入力者（例えば介護者等）は誤りに気がつき易い。
【００８７】
　例えば、図３に例示した編集モード表示６１Ｅにおいて、例えば、「心拍」に関する設
定値のセル３１ａＥに設定（入力）された値が、定められた範囲を超えた場合、セル３１
ａＥ、または、セル３１ａＥの一部（範囲を超えた数字など）が点滅する。または、セル
３１ａＥ、または、セル３１ａＥの一部の色が変化する、これにより、入力された値が基
準範囲を外れていることが分かりやすくなる。入力された値が誤りであった場合には、誤
りに容易に気がつく。
【００８８】
　このように、第１入出力装置６０は、第１項目３１の第１設定値、及び、第２項目３２
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の第２設定値少なくともいずれかが、基準範囲を超えたときに通知を行っても良い。これ
により、使い易さがより向上できる。
【００８９】
　上記の第１実施形態及び第２実施形態において、第１入出力装置６０は、複数のベッド
装置５０から測定値（例えば、図１に例示した複数のベッドサイド端末情報５５ｉ）を入
手する。そして、設定値に応じた動作として、報知を行う。例えば、第１項目３１の第１
設定値が設定された、複数のベッド装置５０の１つから、第１項目３１に関する第１測定
値（複数のベッドサイド端末情報５５ｉの１つの少なくとも一部）を入手する。この場合
、第１設定値に応じた動作は、この測定値が第１設定値で定められる範囲を超えたときに
報知を行うことを含む。例えば、第２項目３２の第２設定値が設定される、複数のベッド
装置５０の１つから、第２項目３２に関する第２測定値（複数のベッドサイド端末情報５
５ｉの１つの別の一部）を入手する。この場合、第２設定値に応じた動作は、この測定値
が第２設定値で定められる範囲を超えたときに報知を行うことを含む。この報知は、例え
ば、通知及び警告の少なくともいずれかを含む。この報知は、例えば、表示及び音の少な
くともいずれかを含む。報知は、第１入出力装置６０で行われる。報知は、第２表示部６
２（例えばモバイル端末）で行われても良い。報知は、複数のベッド装置５０のそれぞれ
のベッドサイド端末５５で行われても良い。
【００９０】
　以下、第１入出力装置６０で行われる報知の例について説明する。　
　図６は、実施形態に係るベッドシステムの画面を例示する模式図である。　
　図６は、第１表示部６１の画面６１Ｄの例を示している。図６に示すように、１つの画
面６１Ｄに、複数の画像６１Ｇが並べて表示される。この例では、メッセージ領域６１Ｍ
にメッセージが表示されている。例えば、メッセージは、例えば、通信状態のエラーなど
である。
【００９１】
　複数の画像６１Ｇの１つは、第１部分領域Ｒ１、第２部分領域Ｒ２及び第３部分領域Ｒ
３を含む。この例では、外縁部分領域Ｒ４がさらに設けられている。外縁部分領域Ｒ４は
、第１部分領域Ｒ１、第２部分領域Ｒ２及び第３部分領域Ｒ３の周りに設けられる。１つ
の画面６１Ｄの背景領域Ｒ５のなかに、複数の画像６１Ｇが表示される。外縁部分領域Ｒ
４により、背景領域Ｒ５と画像６１Ｇとの間の境界が明確になる。
【００９２】
　例えば、背景領域Ｒ５は、例えば白色である。外縁部分領域Ｒ４は、例えば淡い色（淡
い青色など）である。
【００９３】
　第２部分領域Ｒ２の少なくとも一部は、第１部分領域Ｒ１と第３部分領域Ｒ３との間に
位置する。例えば、第３部分領域Ｒ３は、第１部分領域Ｒ１及び第２部分領域Ｒ２の周り
に位置する。第３部分領域Ｒ３は、例えば、枠状である。
【００９４】
　複数の画像６１Ｇの１つは、複数のベッドサイド端末５５の１つ（対象のベッドサイド
端末５５）に対応する。すなわち、複数の画像６１Ｇの１つは、複数のベッドサイド端末
情報５５ｉの１つに対応する。対象のベッドサイド端末５５は、１つのベッド５１（対象
のベッド５１）、及び、一人の使用者（対象の使用者）に対応する。従って、複数の画像
６１Ｇの１つは、対象のベッド５１、及び、対象の使用者に対応する。以下、複数の画像
６１Ｇの１つについて説明する。
【００９５】
　第１表示部６１は、例えば、第１部分領域Ｒ１にピクトグラムを表示する。第１表示部
６１は、第２部分領域Ｒ２の少なくとも一部に、使用者を特定する認識情報Ｉ１を表示す
る。第１表示部６１は、第３部分領域Ｒ３に、警告表示３０Ａを行う。以下、これらの例
について説明する。
【００９６】
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　第１部分領域Ｒ１には、ピクトグラムが表示される。ピクトグラムは、状態情報（ベッ
ド状態情報及び使用者状態情報の少なくともいずれか）に対応する状態表示を含む。ピク
トグラムは、例えば、ベッド可動部情報５１ｉを含む。既に説明したように、ベッド可動
部情報５１ｉは、複数のベッド５１の１つの高さ及び角度の少なくともいずれかに関する
情報を含む。例えば、ピクトグラムは、対象のベッド５１の高さに対応するパターン（文
字を含む）を含む。例えば、ピクトグラムは、対象のベッド５１の角度に対応するパター
ン（文字を含む）を含む。ピクトグラムグラムは、使用者状態情報（例えば、バイタルサ
イン情報、及び、使用者行動情報）含む。ピクトグラムは、状態情報の少なくとも一部で
ある。
【００９７】
　第２部分領域Ｒ２に、認識情報Ｉ１が表示される。この例では、第２部分領域Ｒ２に、
バイタルサイン情報Ｉ２がさらに表示される。認識情報Ｉ１は、複数のベッド５１の１つ
（対象のベッド５１）の使用者（対象の使用者）を特定する。認識情報Ｉ１は、例えば、
対象の使用者の名前を含む。バイタルサイン情報Ｉ２は、対象の使用者のバイタルサイン
に関する情報を含む。バイタルサイン情報Ｉ２は、対象の使用者の、血圧、血液の酸素飽
和度、血糖値、心拍数、脈拍数、呼吸数、体重及び体温の少なくともいずれかに関する情
報を含む。
【００９８】
　例えば、認識情報Ｉ１は、文字情報（名前の文字など）を含む。バイタルサイン情報Ｉ
２は、色の種類により表示される。すなわち、第２部分領域Ｒ２のなかで、認識情報Ｉ１
を除く領域の色が、対象の使用者のバイタルサインに基づいて変更される。このように、
バイタルサイン情報Ｉ２は、認識情報Ｉ１の周りの色の種類により表示されても良い。こ
れにより、認識情報Ｉ１の良好な見易さを維持しつつ、対象の使用者の容体（バイタルサ
イン）の認識がより容易になる。バイタルサイン情報Ｉ２の色による表示の例は、後述す
る。
【００９９】
　このように、第１表示部６１は、第２部分領域Ｒ２に、認識情報Ｉ１及びバイタルサイ
ン情報Ｉ２を表示する。バイタルサイン情報Ｉ２は、状態情報の少なくとも一部である。
【０１００】
　一方、第３部分領域Ｒ３には、警告表示３０Ａが表示される。警告表示３０Ａは、特定
の条件の時に行われる。状態情報が異常であるときに、複数の画像６１Ｇの１つの第３部
分領域Ｒ３に警告表示３０Ａが表示される。例えば、第１表示部６１は、対象の使用者の
離床、対象の使用者の心拍、及び、対象の使用者の呼吸の少なくともいずれかが異常状態
であるときに、警告表示３０Ａを行う。第１表示部６１は、第３部分領域Ｒ３に、ベッド
状態情報が異常であるときに、警告表示３０Ａを行っても良い。
【０１０１】
　異常状態かどうかの判断基準（しきい値）は、例えば、対象の使用者の状態（容体など
）に応じて定められても良い。例えば、独りで歩くことが困難な使用者において、ベッド
５１または付属機器５２により離床状態が検出されたときは、使用者がベッド５１から落
下するなどの重大事故の可能性がある。このような場合、迅速な対応が必要とされる。こ
のような場合、離床状態が検出されたら、警告表示３０Ａが行われる。一方、独りで歩く
ことが容易な使用者においては、離床が検出されても、重大な事故が生じる可能性は比較
的低い。このような場合、離床状態が検出されても、警告表示３０Ａが行われなくても良
い。
【０１０２】
　異常状態であるかどうかの判断基準は、例えば、対象の使用者の状態と、ベッド５１の
状態と、の組み合わせなどに基づいて定められても良い。独りで歩くことが困難な使用者
において、ベッド５１の高さが高い状態で、離床状態が検出されたときは、高いベッド５
１から使用者が落下している可能性がある。このような場合には、警告表示３０Ａが行わ
れる。
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【０１０３】
　例えば、心拍及び呼吸に関する情報が、付属機器５２（またはベッド５１）などにより
連続的に検出される。これにより、対象の使用者の定常的な心拍及び呼吸に関する情報が
蓄積される。定常的な心拍及び呼吸に対して著しく大きな変化が観測された場合、警告表
示３０Ａが行われる。変化の程度が中程度である場合は、以下に説明する通知表示３０Ｎ
が行われても良い。
【０１０４】
　この例では、第３部分領域Ｒ３に、通知表示３０Ｎが表示される。例えば、第１表示部
６１は、対象の使用者の心拍、及び、対象の使用者の呼吸の少なくともいずれかが基準を
超えて変化したときに、通知表示３０Ｎをさらに行っても良い。
【０１０５】
　例えば、対象の使用者の心拍、及び、対象の使用者の呼吸は、対象のベッド５１（複数
のベッドの１つ）、または、対象のベッド５１（複数のベッドの１つ）の付属機器５２か
ら得られる。既に説明したように、付属機器５２は、ベッド５１の一部と見なされても良
い。
【０１０６】
　対象の使用者の心拍、及び、対象の使用者の呼吸は、連続的に検出される。連続的に検
出される心拍または呼吸が、基準を超えて変化したとき（イベントがあったとき）、使用
者の容体が悪化している場合がある。このような悪化の兆候がある場合に、通知表示３０
Ｎを行うことで、より迅速な適切な対向が可能となる。
【０１０７】
　通知表示３０Ｎを行う際の基準は、例えば、対象の使用者の状態に応じて定められる。
通知表示３０Ｎを行うかどうかの基準（しきい値）は、例えば、警告表示３０Ａを行う際
の基準よりも緩い規準が採用される。例えば、看護者等は、警告表示３０Ａが表示されて
いる使用者に、通知表示３０Ｎが表示されている使用者よりも優先して対応する。
【０１０８】
　警告表示３０Ａを行うことで、看護者などに、最も優先度の高い使用者（被介護者）を
分かり易く認識させることができる。さらに、通知表示３０Ｎを行うことで、看護者等に
、２番目に優先度が高い使用者（被介護者）を分かり易く認識させることができる。これ
により、例えば、医療または介護の質が向上できる。
【０１０９】
　この例では、１つの画面６１Ｄに、ウインドウ領域６１Ｈが設けられる。ウインドウ領
域６１Ｈには、例えば、複数の使用者の一人に関する情報の少なくとも一部が表示される
。この例では、体温、血圧（最高血圧及び最低血圧）、心拍（脈拍）、呼吸、ＳｐＯ２、
及び、血糖に関する情報が表示される。例えば、複数の画像６１Ｇの１つをクリック（タ
ッチ）することで、その画像６１Ｇに対応する対象の使用者に関する情報がウインドウ領
域６１Ｈに表示される。
【０１１０】
　このように、複数の画像６１Ｇの１つが入力を受けたときに、第１表示部６１は、複数
の画像６１Ｇのその１つに対応する情報を表示しても良い。この情報は、たとえば、その
画像６１Ｇに対応する対象の使用者に関する情報の少なくとも一部である。複数の画像６
１Ｇのその１つに対応するその情報は、例えば、１つの画面６１Ｄの一部（例えば、ウイ
ンドウ領域６１Ｈ）に表示されても良い。同じ画面６１Ｄにウインドウ領域６１Ｈが設け
られることで、例えば、介護者等がウインドウ領域６１Ｈに表示された情報を見ていると
きでも、警告表示３０Ａを看護者等に提示できる。警告表示３０Ａなどを見落とすことが
抑制できる。
【０１１１】
　実施形態において、ウインドウ領域６１Ｈは、別の画面に設けられても良い。例えば、
複数の画像６１Ｇの１つが入力を受けたときに、１つの画面６１Ｄから、別の画面に移行
しても良い。この場合、別の画面を使えるため、対象の使用者に関する情報を詳しく表示
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できる。
【０１１２】
　図７（ａ）～図７（ｃ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示する模
式図である。　
　図７（ａ）は、第３部分領域Ｒ３に情報が表示されていない状態を示す。図７（ｂ）は
、第３部分領域Ｒ３に通知表示３０Ｎが表示されている状態を示す。図７（ｃ）は、第３
部分領域Ｒ３に、警告表示３０Ａが表示されている状態を示す。
【０１１３】
　図７（ａ）に示すように、第３部分領域Ｒ３に情報が表示されていないときには、第３
部分領域Ｒ３の状態は、第２部分領域Ｒ２の少なくとも一部の状態と同じである。例えば
、第３部分領域Ｒ３の色は、第２部分領域Ｒ２のバイタルサイン情報Ｉ２の色と同じであ
る。
【０１１４】
　図７（ｂ）に示す通知表示３０Ｎの認識性は、例えば、第２部分領域Ｒ２のバイタルサ
イン情報Ｉ２の認識性よりも高い。通知表示３０Ｎの色は、例えば、濃い赤である。一方
、バイタルサイン情報Ｉ２は、淡い色（例えば、淡いピンク、淡い黄、淡い緑、または、
淡い青など）で表示される。通知表示３０Ｎを分かり易く認識させることができる。
【０１１５】
　図７（ｃ）に示す警告表示３０Ａの注意喚起性（認識性）は、例えば、通知表示３０Ｎ
の注意喚起性（認識性）よりも高い。例えば、警告表示３０Ａは、点滅を含んでも良い。
一方、通知表示３０Ｎは、点滅しない。例えば、警告表示３０Ａは、特殊形状パターン３
０Ａａを含む。この特殊形状パターン３０Ａａは、通知表示３０Ｎには設けられていない
。この例では、特殊形状パターン３０Ａａは、「ベル」の形状を表示している。特殊形状
パターン３０Ａａにより、警告表示３０Ａの面積は、通知表示３０Ｎの面積よりも大きい
。このように、例えば、警告表示３０Ａは、通知表示３０Ｎの面積よりも大きい面積、及
び、通知表示３０Ｎが含むパターンとは異なるパターン、の少なくともいずれかを有して
いる。これにより、警告表示３０Ａの注意喚起性は、通知表示３０Ｎの注意喚起性よりも
高くなる。
【０１１６】
　警告表示３０Ａの色が、通知表示３０Ｎの色と異なっても良い。例えば、警告表示３０
Ａは、濃い赤色を有する。通知表示３０Ｎは、警告表示３０Ａの色よりも淡い赤色を有し
ても良い。例えば、警告表示３０Ａの彩度は、通知表示３０Ｎの彩度よりも高い。
【０１１７】
　図７（ｃ）に示すように、警告表示３０Ａの一部である特殊形状パターン３０Ａａが表
示されている領域を第３部分領域Ｒ３の一部と見なす。図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す
ように、警告表示３０Ａが表示されていないときは、第３部分領域Ｒ３のこの一部は、第
２部分領域Ｒ２の少なくとも一部の状態と同じである。例えば、第３部分領域Ｒ３のこの
一部の色は、第２部分領域Ｒ２のバイタルサイン情報Ｉ２の色と同じである。
【０１１８】
　以下、実施形態に係るベッドサイド端末の例について説明する。　
　図８は、実施形態に係るベッドシステムにおける情報を例示する模式図である。　
　図８に示すように、使用者情報Ｉ０（例えば利用者情報レコード）として、例えば、ベ
ッドの使用者を特定する認識情報Ｉ１（使用者認識情報）、及び、ベッド入出力部を特定
する認識情報（ベッドサイド端末認識情報ＩＢ１）を含む。ベッドの使用者を特定する認
識情報Ｉ１（使用者認識情報）は、ベッド入出力部を特定する認識情報（ベッドサイド端
末認識情報ＩＢ１）と関連づけられている。
【０１１９】
　この例では、使用者情報Ｉ０として、属性情報ＩＣ１がさらに設けられている。属性情
報ＩＣ１は、利用者に関する情報である。属性情報ＩＣ１は、例えば、利用者の性別、利
用者の年齢、及び、利用者の住所（または連絡先）などを含む。属性情報ＩＣ１は、例え
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ば、ベッドサイド端末認識情報ＩＢ１と関連づけられている。
【０１２０】
　図８に例示するような情報は、例えば、ベッドシステムに設けられる記憶部に記憶され
る。
【０１２１】
　実施形態に係るベッドシステム１１０（例えば図１参照）において、複数のベッド装置
５０と、記憶部と、が設けられる。記憶部は、任意の場所に設けられても良い。記憶部の
例については後述する。
【０１２２】
　既に説明したように、複数のベッド装置５０の１つ（それぞれ）は、ベッド５１、及び
、ベッド入出力部（例えば、ベッドサイド端末５５）を含む。ベッド入出力部は、ベッド
５１と接続される。ベッド入出力部は、ベッド５１とは別体である。ベッド入出力部は、
ベッド５１（またはベッド５１に含まれる部品（サイドレールまたはフレームなど））と
は、別に設けられる。ベッドサイド端末５５がベッド５１とは別体であることで、例えば
、ベッドサイド端末５５とベッド５１との組み合わせが変更可能である。これにより、種
々の状況に対応し易くなる。使い易さがより向上できる。例えば、後述するように、ベッ
ド５１の使用者が１つの部屋から別の部屋に移動する際に、その使用者のベッドサイド端
末５５が、移動前の部屋から移動後の部屋に移動されても良い。
【０１２３】
　ベッド入出力部（例えば、ベッドサイド端末５５）は、状態情報を入手可能である。状
態情報は、例えば、ベッド５１に関するベッド状態情報、及び、ベッド５１の使用者の状
態に関する使用者状態情報の少なくともいずれかを含む。ベッド状態情報は、ベッド可動
部情報を含む。ベッド可動部情報は、ベッド５１の高さ及び角度の少なくともいずれかに
関する情報である。使用者状態情報は、使用者のバイタルサイン情報及び使用者の使用者
行動情報の少なくともいずれかを含む。バイタルサイン情報は、使用者の、血圧、血液の
酸素飽和度、血糖値、心拍数、脈拍数、呼吸数、体重及び体温の少なくともいずれかに関
する情報を含む。使用者行動情報は、使用者に関する、離床、睡眠、覚醒、起上り及び端
座位の少なくともいずれかに関する情報を含む。状態情報は、例えば、測定機器５３によ
り得られる測定情報５３ｉを含む。状態情報は、付属機器５２またはベッド５１により得
られる使用者行動情報５２ｉを含む。
【０１２４】
　記憶部は、ベッド入出力部（例えば、ベッドサイド端末５５）が入手した状態情報の少
なくとも一部を、使用者を特定する認識情報Ｉ１と、ベッド入出力部を特定する認識情報
（ベッドサイド端末認識情報ＩＢ１）と、の少なくともいずれかと関連づけて記憶する。
【０１２５】
　このように、実施形態においては、ベッド５１に関する情報、及び、ベッド５１の使用
者に関する情報が、例えば、ベッドサイド端末５５に集約される。集約された情報が、サ
ーバ６５、電子カルテ記憶部６６、第１入出力装置６０、または、第２表示部６２を含む
移動端末などに供給される。集約された情報が、サーバ６５、電子カルテ記憶部６６、第
１入出力装置６０、または、第２表示部６２を含む移動端末などに設けられる記憶部に記
憶されても良い。集約された情報が、ベッドサイド端末５５に設けられる記憶部に記憶さ
れても良い。
【０１２６】
　このように、１つのベッド５１に関する情報（ベッド情報及び使用者情報）が集約され
ることにより、例えば、１つのベッド５１と、そのベッド５１の使用者と、の組み合わせ
が変更された場合にも、容易に、情報（データ）の関連づけを変更できる。
【０１２７】
　例えば、一般的なナースコールシステムにおいては、使用者情報を更新する機能が設け
られていない。このため、例えば、ベッド５１と、ベッド５１の使用者と、の組み合わせ
に変更があった場合に、そのベッド５１と、その使用者と、の関連（例えば紐付け）の変
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更に遅れが生じる場合がある。例えば、そのベッド５１と、その使用者と、の関連の変更
に遅れがあると、測定された使用者状態情報が誤って記録される可能性がある。
【０１２８】
　これに対して、実施形態においては、ベッド入出力部（例えば、ベッドサイド端末５５
）が入手した状態情報の少なくとも一部を、使用者を特定する認識情報Ｉ１と、ベッド入
出力部を特定する認識情報（ベッドサイド端末認識情報ＩＢ１）と、の少なくともいずれ
かと関連づけて記憶する。これにより、測定された使用者状態情報が、正しい関連づけに
より記憶される。
【０１２９】
　実施形態において、ベッドサイド端末５５が、使用者の認識情報Ｉ１と、ベッドサイド
端末認識情報ＩＢ１と、を表示することで、両者の関連づけが正しいかどうかを分かり易
く認識させることができる。
【０１３０】
　図９は、実施形態に係るベッドシステムの表示を例示する模式図である。　
　図９は、ベッド入出力部（例えばベッドサイド端末５５）の表示画面の例である。図８
９は、ベッドサイド端末５５の表示部５０Ｄに表示されるメッセージ５０ＤＭＡの例を示
している。図９に示すように、ベッド入出力部は、使用者を特定する認識情報Ｉ１と、ベ
ッド入出力部を特定する認識情報（ベッドサイド端末認識情報ＩＢ１）と、を表示可能で
ある。これにより、そのベッド入出力部（ベッドサイド端末５５）に対応する使用者が、
正しいかどうかが分かり易く認識できる。そして、もし、この関係に誤りが有る場合には
、訂正することが可能である。
【０１３１】
　例えば、ベッド入出力部は、使用者を特定する認識情報Ｉ１と、ベッド入出力部を特定
する認識情報（ベッドサイド端末認識情報ＩＢ１）と、の対応関係を承認することを促す
動作を実施する。この場合は、対応関係を承認することを促す表示（「登録」のボタン）
を表示する。「登録」のボタンに入力が行われると、表示された対応関係が記憶される。
もし、対応関係を修正したい場合には、例えば、「修正」のボタンに入力が行われる。こ
の場合には、例えば、修正画面が表示され、修正が行われる。または、ベッドサイドシス
テムの管理者への通知などが行われる。これにより、正しい対応関係に基づくデータ（情
報）の授受が行われる。
【０１３２】
　このように、実施形態においては、例えば、新たに使用者情報を取得して、その使用者
情報が、ベッドサイド端末５５を特定する情報に紐づけられる。そして、ベッドサイド端
末５５において、紐付けについて、スタッフに承認することを促す。例えば、取得した使
用者状態情報と、ベッド５１の実際の使用者と、において、対向関係に差異が発生した場
合にも、正しく修正できる。
【０１３３】
　承認後、ベッドサイド端末５５で取得した使用者情報など（センサ情報または入力情報
など）は、承認された使用者の認識情報Ｉ１に紐づけて、記憶される。例えば、電子カル
テ記憶部６６などに承認されたデータが供給される。
【０１３４】
　このようなベッド入出力部（例えば、ベッドサイド端末５５）により、使い易さを向上
できるベッドシステムを提供できる。
【０１３５】
　以下、ベッド５１の使用者が１つの部屋から別の部屋に移動する時の、ベッドサイド端
末５５の設定の変更の例について説明する。例えば、移動前の部屋の認識情報から移動後
の部屋の認識情報への変更などが、ベッドサイド端末５５により実施できる。既に説明し
たように、使用者を特定する認識情報Ｉ１と、ベッド入出力部（例えば、ベッドサイド端
末５５）を特定する認識情報（ベッドサイド端末認識情報ＩＢ１）と、が対応づけられる
。例えば、ベッドサイド端末５５に関しての部屋の認識情報が変更されることにより、使
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用者の部屋の移動が情報として記憶（設定）される。
【０１３６】
　図１０（ａ）～図１０（ｄ）、図１１（ａ）～図１１（ｄ）、及び、図１２は、実施形
態に係るベッドシステムにおける表示を例示する模式図である。　
　これらの図は、ベッドサイド端末５５の設定変更における、ベッドサイド端末５５の表
示部５０Ｄの表示を例示している。この例では、ベッド５１の使用者が、「２２０１」の
部屋から、「０５０１」の部屋に移動する。
【０１３７】
　図１０（ａ）に示すように、「ベッド移動」を「開始する」のボタン８１ａ（画面上の
１つの領域）をタッチ（またはクリック）する。これにより、図１０（ｂ）に例示する「
ログイン画面」が表示される。ログイン画面で、「ＩＤ」及び「パスワード」を入力する
。これにより、図１０（ｃ）に示す確認ウインドウが表示される。この確認メッセージの
「はい」のボタン８１ｂ（画面上の１つの領域）をタッチ（またはクリック）する。これ
により、ベッドサイド端末５５は、設定変更状態（「移動中状態」）に移行する。このと
き、図１０（ｄ）に例示するように、「端末移動中」の表示８１ｃが表示される。
【０１３８】
　この状態で、ベッドサイド端末５５の電源がオフにされる。そして、ベッドサイド端末
５５が、「２２０１」の部屋から、「０５０１」の部屋に移動する。
【０１３９】
　移動後に、ベッドサイド端末５５の電源がオンにされる。これにより、ベッドサイド端
末５５の表示部５０Ｄに、図１０（ａ）に例示する画像が表示される。「ベッド移動」を
「移動終了」のボタン８１ｄ（画面上の１つの領域）をタッチ（またはクリック）する。
これにより、図１０（ｃ）に例示する「ログイン画面」が表示される。ログイン画面で、
「ＩＤ」及び「パスワード」を入力する。これにより、図１０（ｄ）に示す入力ウインド
ウが表示される。この入力ウインドウにおいて、例えば、病棟、病室及び病床番号などを
受け付ける。例えば、病棟、病室及び病床番号などのそれぞれの選択名の候補が表示され
、それらの候補から選択しても良い。例えば、入力が行われても良い。入力が完了したら
、図１１（ｄ）に例示する確認ウインドウが表示される。確認ウインドウにおいて、「は
い」のボタン８１ｅ（画面上の１つの領域）をタッチ（またはクリック）する。これによ
り、入力ウインドウで入力された値（情報）が確定し、例えば、記憶部に保存される。
【０１４０】
　このとき、上記の作業で移動したベッドサイド端末５５において、入力ウインドウで入
力された値（情報）が、他のベッドサイド端末５５において既に設定されていた場合は、
そのことを示すメッセージが表示されても良い。または、他のベッドサイド端末５５が、
「端末移動中」の状態に変更されても良い。
【０１４１】
　図１１（ｄ）に関して説明した確認ウインドウで、移動後の設定が正しく行われると、
図１２に例示する画像が表示される。図１２に示すように、変更後の部屋である「０５０
１」の認識情報８２が表示される。このとき、使用者を特定する認識情報Ｉ１も表示され
る。
【０１４２】
　図１２に例示するように、使用者に関する各種の情報８３（例えばピクトグラム）が表
示されても良い。これらの情報８３は、使用者の介護等に関する情報である。表示される
情報８３の種類が、ベッドサイド端末５５により変更可能でも良い。
【０１４３】
　図１３（ａ）及び図１３（ｂ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける表示を例示
する模式図である。　
　これらの図は、使用者に関する上記の情報８３（例えばピクトグラム）の設定を例示し
ている。
【０１４４】
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　図１３（ａ）に示すように、ベッドサイド端末５５の表示部５０Ｄに、確認・設定画像
が表示される。例えば、「ピクトグラム」のボタン８４ａ（画面上の１つの領域）をタッ
チ（またはクリック）すると、「ピクトグラム」に関する、確認・設定画像が表示される
。この例では、４つの「ピクトグラム」を表示可能である。そして、現在表示されている
４つの「ピクトグラム」の情報８４ｂが表示される。この状態において、「編集」のボタ
ン８４ｃ（画面上の１つの領域）をタッチ（またはクリック）する。これにより、図１３
（ｂ）の選択画像に移行する。
【０１４５】
　図１３（ｂ）に示すように、選択画像では、例えば、予め・設定されている「ピクトグ
ラム群」の情報８４ｄが表示される。ベッドサイド端末５５を操作している操作者により
、「ピクトグラム群」のいくつかが選択される。例えば、４つの「ピクトグラム」が表示
可能である場合には、今まで表示されていた「ピクトグラム」が、新たに選択された「ピ
クトグラム」により置き換えられる。そして、選択が終了すると、「決定」のボタン８４
ｅ（画面上の１つの領域）をタッチ（またはクリック）する。これにより、使用者に関し
て表示される情報８３（例えばピクトグラム）が変更される。
【０１４６】
　以下、第１入出力装置６０の例について、説明する。　
　図１４は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。　
　図１４は、第１入出力装置６０のブロック図である。図１４に示すように、第１入出力
装置６０は、例えば、通信部６０ａ、操作部６０ｂ（入力受付部）、表示部６０ｃ（例え
ば第１表示部６１）、近距離通信部６０ｄ、報知部６０ｅ、記憶部６０ｆ及び制御部６０
ｇ（処理部）を含む。
【０１４７】
　通信部６０ａは、例えば、通信インタフェース回路を含む。通信部６０ａは、例えば、
有線または無線の任意の方法により、他の装置（例えば、複数のベッド装置５０）と通信
する。例えば、通信は、サーバ６５を介して行われても良い。
【０１４８】
　操作部６０ｂは、例えば、キーボード、ポインティングデバイス（マウス、タブレット
等）、ボタンまたはタッチパネルを含む。操作部６０ｂは、入力を受け付ける。
【０１４９】
　表示部６０ｃは、表示装置を含む。表示部６０ｃは、例えば、情報を表示する。表示部
６０ｃは、例えば、通知表示３０Ｎ及び警告表示３０Ａの少なくともいずれかを表示して
も良い。表示部６０ｃと、操作部６０ｂと、表示部６０ｃとは、一体化されても良い。
【０１５０】
　近距離通信部６０ｄは、例えば、各種の機器と通信する。例えば、介護者等が持つ認識
タグなどと、近距離通信部６０ｄと、の間で通信が行われる。これにより、介護者等の認
識などが行われる。近距離通信部６０ｄにおける通信は、例えば無線方式に基づく。
【０１５１】
　報知部６０ｅは、例えば、音報知部６０ｅａ（例えばスピーカなど）及び、光報知部６
０ｅｂ（例えば、発光素子など）の少なくともいずれかを含む。例えば、報知部６０ｅに
おいて、報知が行われる。
【０１５２】
　記憶部６０ｆは、例えば、磁気ハードディスク装置または半導体記憶装置などを含む。
記憶部６０ｆは、例えば、複数のベッドサイド端末情報５５ｉなどを記憶する。記憶部６
０ｆは、例えば、制御部６０ｇで行われる処理のプログラムなどを記憶する。
【０１５３】
　制御部６０ｇは、例えば、電子回路（例えば、ＣＰＵ：central processing unitなど
）を含む。制御部６０ｇは、例えば、プログラムに基づいた処理を行う。例えば、制御部
６０ｇは、例えば、測定値と設定値との比較などを行う。制御部６０ｇは、比較の結果に
応じて、表示部６０ｃ及び報知部６０ｅの少なくともいずれかに報知を実施させる。
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【０１５４】
　図１５は、実施形態に係るベッドシステムの動作を例示するフローチャートである。　
　図１５は、実施形態に係る制御部（例えば制御部６０ｇ）の動作を例示する。例えば、
制御部６０ｇは、ベッドサイド端末情報５５ｉを入手する（ステップＳ１１０）。ベッド
サイド端末情報５５ｉは、複数のベッド装置５０における複数の項目についての測定値を
含む。制御部６０ｇは、測定値が、設定範囲（第１設定値で定められる範囲、または、第
１設定値で定められる範囲など）を超えたかどうかを判定する（ステップＳ１２０）。測
定値が、設定範囲を超えたとき、制御部６０ｇは、他の装置（表示部６０ｃ及び報知部６
０ｅなど）に、報知を行わせる（ステップＳ１３０）。この後、ステップＳ１１０に戻る
。一方、測定値が、設定範囲を超えないときに、ステップＳ１１０に戻る。このような処
理により、適切な報知が行われる。
【０１５５】
　以下、ベッドサイド端末５５、第２表示部６２及びサーバ６５の例について説明する。
　図１６は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。　
　図１６は、ベッドサイド端末５５のブロック図である。図１６に示すように、ベッドサ
イド端末５５は、例えば、通信部５０ａ、操作部５０ｂ（入力受付部）、表示部５０ｃ、
近距離通信部５０ｄ、報知部５０ｅ、記憶部５０ｆ及び制御部５０ｇ（処理部）を含む。
報知部５０ｅは、例えば、音報知部５０ｅａ（例えばスピーカなど）及び、光報知部５０
ｅｂ（例えば、発光素子など）の少なくともいずれかを含む。
【０１５６】
　図１７は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。　
　図１７は、第２表示部６２を含む移動端末のブロック図である。図１７に示すように、
移動端末は、例えば、通信部６２ａ、操作部６２ｂ（入力受付部）、表示部６２ｃ、近距
離通信部６２ｄ、報知部６２ｅ、記憶部６２ｆ及び制御部６２ｇ（処理部）を含む。報知
部６２ｅは、例えば、音報知部６２ｅａ（例えばスピーカなど）及び、光報知部６２ｅｂ
（例えば、発光素子など）の少なくともいずれかを含む。
【０１５７】
　通信部５０ａ及び通信部６２ａには、通信部６０ａに関して説明した構成が適用できる
。操作部５０ｂ及び操作部６２ｂには、操作部６０ｂに関して説明した構成が適用できる
。表示部５０ｃ及び表示部６２ｃには、表示部６０ｃに関して説明した構成が適用できる
。近距離通信部５０ｄ及び近距離通信部６２ｄには、近距離通信部６０ｄに関して説明し
た構成が適用できる。報知部５０ｅ及び報知部６２ｅには、報知部６０ｅに関して説明し
た構成が適用できる。記憶部５０ｆ及び記憶部６２ｆには、記憶部６０ｆに関して説明し
た構成が適用できる。制御部５０ｇ及び制御部６２ｇには、制御部６０ｇに関して説明し
た構成が適用できる。制御部５０ｇ及び制御部６２ｇにおいて、制御部６０ｇに関して説
明した動作（図１５参照）が実施されても良い。
【０１５８】
　報知は、例えば、第２表示部６２を含む移動端末で実施されても良い。報知は、例えば
、複数のベッドサイド端末５５の少なくとも１つで実施されても良い。報知が複数のベッ
ドサイド端末５５の１つで行われる場合、このベッドサイド端末５５に関する報知が行わ
れる。
【０１５９】
　図１８は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。　
　図１８は、サーバ６５のブロック図である。図１８に示すように、サーバ６５は、例え
ば、通信部６５ａ、記憶部６５ｆ及び制御部６５ｇ（処理部）を含む。制御部６５ｇは、
例えば、情報取得部６５ｇａ、情報提供部６５ｇｂ及び電子カルテ制御部６５ｇｃなどを
含んでも良い。
【０１６０】
　通信部６５ａには、通信部６０ａに関して説明した構成が適用できる。記憶部６５ｆに
は、記憶部６０ｆに関して説明した構成が適用できる。制御部６５ｇには、制御部６０ｇ
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に関して説明した構成が適用できる。制御部６５ｇにおいて、例えば、他の装置からの情
報取得、他の装置への情報提供、及び、電子カルテ記憶部６６の制御の少なくともいずれ
かが実施される。
【０１６１】
　実施形態に係るベッドシステム１１０においては、例えば、複数のベッドサイド（ベッ
ド５１を含む各種機器、及び、ベッド５１の使用者）に関する設定（通知設定または機器
設定など）が、遠隔地で設定（入力または編集）できる。例えば、複数のベッドサイドに
関する設定が、遠隔地で行われる場合、以下のような状態が発生する可能性がある。例え
ば、ベッドサイドの状態を見ないで、設定が行われると、その状態に適していない設定に
なる可能性がある。例えば、多数の使用者に関する設定を行う場合に、施設（病院など）
の管理基準からはずれた設定がされたときに、気がつきにくい可能性がある。把握するの
が困難な設定の誤りが発生する可能性がある。複数の使用者に関する設定（確認）を一度
に行う場合、表示の量が多くなり、確認（設定）に時間がかかる可能性がある。例えば、
複数の異なる端末で設定が行われる場合において、同時編集が発生し、意図しない設定に
なる可能性がある。複数の設定対象（ベッド５１及び使用者）についての設定において、
誤りが抑制されることが望まれる。効率的な設定ができることが望まれる。
【０１６２】
　実施形態においては、例えば、複数のベッドサイドに関する設定が遠隔地で効率的に実
施できる。例えば、複数のベッド装置５０のそれぞれの情報が、ベッドサイド端末５５で
集約される。複数のベッドサイド端末５５から得られる複数のベッドサイド端末情報５５
ｉが第１入出力装置６０に供給される。この際、例えば、サーバ６５が経由される。集約
された複数のベッドサイド端末情報５５ｉが第１入出力装置６０に供給され、第１入出力
装置６０において、複数のベッドサイドに関する設定が行われる。第１入出力装置６０に
おいて、複数のベッドサイドに関する設定値が閲覧可能である。
【０１６３】
　実施形態に係るベッドシステム１１０は、サーバ６５をさらに含んでも良い。ベッドシ
ステム１１０は、電子カルテ記憶部６６をさらに含んでも良い。
【０１６４】
　実施形態によれば、使い易さを向上できるベッドシステムが提供できる。
【０１６５】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、ベッドシステムに含まれる複数の
ベッド装置及び第１入出力装置などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の
範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる
限り、本発明の範囲に包含される。
【０１６６】
　各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発
明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
【０１６７】
　その他、本発明の実施形態として上述したベッドシステムを基にして、当業者が適宜設
計変更して実施し得る全てのベッドシステムも、本発明の要旨を包含する限り、本発明の
範囲に属する。
【０１６８】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。
【符号の説明】
【０１６９】
　３０Ａ…警告表示、　３０Ａａ…特殊形状パターン、　３０Ｎ…通知表示、　３１…第
１項目、　３１ａ…欄、　３１ａＢ…セル、　３１ａＥ…セル、　３１ｂ…欄、　３１ｂ
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Ｂ…セル、　３１ｂＥ…セル、　３２…第２項目、　３２Ｂ…セル、　３２Ｅ…セル、　
３４…ボタン、　５０…ベッド装置、　５０Ｄ…表示部、　５０ＤＭ、５０ＤＭＡ…メッ
セージ、　５０ａ…通信部、　５０ｂ…操作部、　５０ｃ…表示部、　５０ｄ…近距離通
信部、　５０ｅ…報知部、　５０ｅａ…音報知部、　５０ｅｂ…光報知部、　５０ｆ…記
憶部、　５０ｇ…制御部、　５１、５１Ａ～５１Ｃ…ベッド、　５１ｉ…ベッド可動部情
報、　５２、５２Ａ～５２Ｃ…付属機器、　５２ｉ…使用者行動情報、　５３、５３Ａ～
５３Ｃ…測定機器、　５３ａ…血圧計、　５３ｂ…パルスオキシメータ、　５３ｃ…体温
計、　５３ｄ…血糖値計、　５３ｉ…測定情報、　５５、５５Ａ～５５Ｃ…ベッドサイド
端末、　５５ｉ、５５ｉＡ～５５ｉＣ…ベッドサイド端末情報、　６０…第１入出力装置
、　６０ａ…通信部、　６０ｂ…操作部、　６０ｃ…表示部、　６０ｄ…近距離通信部、
　６０ｅ…報知部、　６０ｅａ…音報知部、　６０ｅｂ…光報知部、　６０ｆ…記憶部、
　６０ｇ…制御部、　６１…第１表示部、　６１Ｂ…閲覧モード表示、　６１Ｂａ…ボタ
ン、　６１Ｄ…画面、　６１Ｅ…編集モード表示、　６１Ｅａ…ボタン、　６１Ｅｂ…ボ
タン、　６１Ｇ…画像、　６１Ｈ…ウインドウ領域、　６１Ｉ…入手部、　６１Ｍ…メッ
セージ領域、　６１ｅ…終了ボタン、　６２…第２表示部、　６２ａ…通信部、　６２ｂ
…操作部、　６２ｃ…表示部、　６２ｄ…近距離通信部、　６２ｅ…報知部、　６２ｅａ
…音報知部、　６２ｅｂ…光報知部、　６２ｆ…記憶部、　６２ｇ…制御部、　６５…サ
ーバ、　６５ａ…通信部、　６５ｆ…記憶部、　６５ｇ…制御部、　６５ｇａ…情報取得
部、　６５ｇｂ…情報提供部、　６５ｇｃ…電子カルテ制御部、　６６…電子カルテ記憶
部、　７０…可動部、　７０ａ…背ボトム、　７０ｂ…膝ボトム、　７０ｃ…脚ボトム、
　７０ｄ…高さ変更部、　８１ａ…ボタン、　８１ｂ…ボタン、　８１ｃ…表示、　８１
ｄ…ボタン、　８１ｅ…ボタン、　８２…認識情報、　８３…情報、　８４ａ…ボタン、
　８４ｂ…情報、　８４ｃ…ボタン、　８４ｄ…情報、　８４ｅ…ボタン、　１１０…ベ
ッドシステム、　Ｉ０…使用者情報、　Ｉ１…認識情報、　Ｉ２…バイタルサイン情報、
　ＩＢ１…ベッドサイド端末認識情報、　ＩＣ１…属性情報、　Ｒ１～Ｒ３…第１～第３
部分領域、　Ｒ４…外縁部分領域、　Ｒ５…背景領域



(26) JP 2018-186941 A 2018.11.29

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(27) JP 2018-186941 A 2018.11.29

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(28) JP 2018-186941 A 2018.11.29

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(29) JP 2018-186941 A 2018.11.29

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(30) JP 2018-186941 A 2018.11.29

【図１８】

【手続補正書】
【提出日】平成30年9月14日(2018.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のベッド装置と、
　前記複数のベッド装置と通信可能な第１入出力装置と、
　を備え、
　前記第１入出力装置は、第１動作を実施し、
　前記第１動作において、前記第１入出力装置は、前記複数のベッド装置のそれぞれに設
定される第１項目に関する第１設定値の入力を受け付け、
　前記第１入出力装置及び前記複数のベッド装置、の少なくとも１つは、前記受け付けの
後に前記第１設定値の承認を受け付けたとき、前記第１設定値に応じた動作を実施する、
ベッドシステム。
【請求項２】
　前記第１入出力装置は、第２動作をさらに実施し、
　前記第２動作において、前記第１入出力装置は、非受け付け動作または受け付け動作を
実施し、
　前記非受け付け動作において、前記第１入出力装置は、前記複数のベッド装置のそれぞ
れに設定される第２項目に関する第２設定値の入力を受け付けず、
　前記受け付け動作において、前記第１入出力装置は前記第２設定値の入力を受け付け、



(31) JP 2018-186941 A 2018.11.29

　前記第１入出力装置及び前記複数のベッド装置、の前記少なくとも１つは、前記受け付
け動作の後に前記複数のベッド装置の少なくとも１つが前記第２設定値の承認を受け付け
たら、前記第２設定値に応じた動作を実施する、請求項１記載のベッドシステム。
【請求項３】
　前記複数のベッド装置の１つは、
　　ベッドと、
　　前記ベッドと接続されたベッド入出力部と、
　を含み、
　前記ベッド入出力部は、前記複数のベッド装置の前記１つの前記第１設定値の入力、及
び、前記複数のベッド装置の前記１つの前記第２設定値の入力を受け付け可能である、請
求項２記載のベッドシステム。
【請求項４】
　前記第１項目は、前記ベッドの使用者の心拍、前記使用者の呼吸、前記使用者の離床、
前記使用者の睡眠、前記使用者の覚醒、前記使用者の起上り、及び、前記使用者の端座位
の少なくともいずれかに関する、請求項３記載のベッドシステム。
【請求項５】
　前記使用者の前記心拍、及び、前記使用者の前記呼吸は、前記ベッド、または、前記ベ
ッドの付属機器から得られる、請求項４記載のベッドシステム。
【請求項６】
　前記第２項目は、前記ベッドの使用者の心拍、前記使用者の呼吸、前記使用者の離床、
前記使用者の睡眠、前記使用者の覚醒、前記使用者の起上り、及び、前記使用者の端座位
の少なくともいずれかに関する、請求項３記載のベッドシステム。
【請求項７】
　前記第１入出力装置が前記第１動作を実施中に前記ベッド入出力部が前記第１項目に関
する別の設定値の入力を受け付けたら、前記第１入出力装置及び前記複数のベッド装置、
の前記少なくとも１つは、前記別の設定値に応じた動作を実施する、請求項３～６のいず
れか１つに記載のベッドシステム。
【請求項８】
　前記第１入出力装置は、前記非受け付動作を実施し、
　前記第１入出力装置は、前記複数のベッド装置の少なくとも１つにおいて設定されてい
る前記第２設定値を表示する、請求項２～７のいずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項９】
　前記第１入出力装置は、前記受け付け動作を実施し、
　前記複数のベッド装置の前記少なくとも１つは、前記第１設定値および前記第２設定値
に応じた前記動作の実施を承認することを促す通知を行う、請求項２～８のいずれか１つ
に記載のベッドシステム。
【請求項１０】
　前記第１入出力装置は、前記受け付け動作において、前記第１設定値および前記第２設
定値の前記承認を受ける前であることを通知する、請求項２～９のいずれか１つに記載の
ベッドシステム。
【請求項１１】
　前記第１入出力装置と接続されていない別のベッド装置をさらに備え、
　前記第１入出力装置は、１つの画面に前記複数のベッド装置に関する情報を表示し、前
記１つの画面に前記別のベッド装置に関する情報を表示しない、請求項２～１０のいずれ
か１つに記載のベッドシステム。
【請求項１２】
　前記第１入出力装置は、前記第１設定値、及び、前記第２設定値の少なくともいずれか
が、基準範囲を超えたときに通知を行う、請求項２～１１のいずれか１つに記載のベッド
システム。
【請求項１３】
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　前記第１入出力装置は、前記第１設定値が設定された前記複数のベッド装置の１つから
、前記第１項目に関する第１測定値を入手し、
　前記第１設定値に応じた前記動作は、前記測定値が前記第１設定値で定められる範囲を
超えたときに報知を行うことを含む、請求項１～１２のいずれか１つに記載のベッドシス
テム。
【請求項１４】
　複数のベッド装置と、
　記憶部と、
　を備え、
　前記複数のベッド装置の１つは、
　　ベッドと、
　　前記ベッドと接続され前記ベッドとは別体のベッド入出力部と、
　を含み、
　前記ベッド入出力部は、状態情報を入手可能であり、
　前記状態情報は、前記ベッドに関するベッド状態情報、及び、前記ベッドの使用者の状
態に関する使用者状態情報を含み、
　前記ベッド状態情報は、前記ベッドの高さ及び角度の少なくともいずれかに関するベッ
ド可動部情報を含み、
　前記使用者状態情報は、前記使用者のバイタルサイン情報及び前記使用者の使用者行動
情報の少なくともいずれかを含み、
　前記バイタルサイン情報は、前記使用者の、血圧、血液の酸素飽和度、血糖値、心拍数
、脈拍数、呼吸数、体重及び体温の少なくともいずれかに関する情報を含み、
　前記使用者行動情報は、前記使用者に関する、離床、睡眠、覚醒、起上り及び端座位の
少なくともいずれかに関する情報を含み、
　前記記憶部は、前記ベッド入出力部が入手した前記状態情報の少なくとも一部を、前記
使用者を特定する認識情報と、前記ベッド入出力部を特定する認識情報の少なくともいず
れかと関連づけて記憶する、ベッドシステム。
【請求項１５】
　前記ベッド入出力部は、前記使用者を特定する認識情報と、前記ベッド入出力部を特定
する前記認識情報と、を表示可能であり、
　前記ベッド入出力部は、前記使用者を特定する前記認識情報と、前記ベッド入出力部を
特定する前記認識情報と、の対応関係を承認することを促す動作を実施する、請求項１４
記載のベッドシステム。



(33) JP 2018-186941 A 2018.11.29

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ａ６１Ｂ   5/0255   (2006.01)           Ａ６１Ｂ    5/02     ７３０Ｓ        　　　　　
   Ａ６１Ｂ   5/00     (2006.01)           Ａ６１Ｂ    5/00     １０２Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ａ６１Ｂ    5/00     １０２Ｃ        　　　　　

Ｆターム(参考) 4C038 VA04  VA15  VA16  VB33  VC20 
　　　　 　　  4C040 AA17  AA18  AA19  DD00  EE08 
　　　　 　　  4C117 XB04  XC02  XE13  XE15  XE23  XE24  XE26  XE37  XJ13  XJ44 
　　　　 　　        XJ45  XL01 



专利名称(译) 床系统

公开(公告)号 JP2018186941A 公开(公告)日 2018-11-29

申请号 JP2017090436 申请日 2017-04-28

[标]申请(专利权)人(译) 最佳床材股份有限公司

申请(专利权)人(译) 派拉蒙床有限公司

[标]发明人 村井真也

发明人 村井 真也

IPC分类号 A61G7/05 A61B5/11 A61B5/113 A61B5/0245 A61B5/022 A61B5/0255 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/0205 A61B5/1115 A61B5/14532 A61B5/6892 A61B5/7425 A61B5/746 A61G7/015 A61G7/018 
A61B5/00 A61B5/022 A61B5/0245 A61B5/0255 A61B5/11 A61B5/113 G05B19/0423 G05B2219/2608 
A61B5/002 A61B5/024 A61B5/0816 A61B5/4809 A61B2560/0475 A61G7/05 A61G2203/20 A61G2203
/46 G05B19/042

FI分类号 A61G7/05 A61B5/10.310.A A61B5/10.315 A61B5/02.711.T A61B5/02.635.A A61B5/02.730.S A61B5
/00.102.B A61B5/00.102.C A61B5/022.500.A A61B5/0245.100.T A61B5/0255.S A61B5/11 A61B5/113

F-TERM分类号 4C017/AA02 4C017/AA08 4C017/AA12 4C017/AA14 4C017/AA16 4C017/AC04 4C017/AC20 4C017
/AC30 4C017/BB12 4C017/CC01 4C017/CC08 4C017/EE15 4C017/FF30 4C038/VA04 4C038/VA15 
4C038/VA16 4C038/VB33 4C038/VC20 4C040/AA17 4C040/AA18 4C040/AA19 4C040/DD00 4C040
/EE08 4C117/XB04 4C117/XC02 4C117/XE13 4C117/XE15 4C117/XE23 4C117/XE24 4C117/XE26 
4C117/XE37 4C117/XJ13 4C117/XJ44 4C117/XJ45 4C117/XL01

代理人(译) Hyugatera正彦
尾崎纯一
市川浩

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够提高易用性的床系统。 根据一个实施例，
床系统包括多个床装置和能够与多个床装置通信的第一输入/输出装置。
第一输入/输出设备执行第一操作。在第一操作中，第一输入/输出设备接
收与在多个床装置中的每一个中设置的第一项目相关的第一设定值的输
入。第一输入/输出设备和多个床设备中的至少一个根据第一设置值执行
操作。背景技术
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